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　拝啓　時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

　愛媛県下における「令和６年労働災害死傷者数（全産業）」は前年を上回り、「陸上貨

物運送事業」においては、平成２９年以来の死亡災害（２名）の発生がありました。

　また、休業４日以上の死傷災害における約７割が荷役作業時に発生、そのうち約７割

が荷主企業の事業場内で発生し、中でも「墜落・転落（２９．５％）」が最多であり、そ

の多くがトラックに起因したもので、陸上貨物運送業では労働災害防止対策が急務であ

ります。

　厚生労働省では「荷役運搬関係の作業における労働災害防止対策」を重点的に進める

ために「昇降設備の設置・保護帽の着用」及び「テールゲートリフターの操作に係る特

別教育」を義務付けるとともに、令和５年３月には「荷役災害の安全対策ガイドライン」

を改訂して、陸上貨物運送事業者及び荷主（発着荷主、元請事業者等）が一丸となって

取り組むべき事項として示されております。

　また、愛媛労働局でも「愛媛第１４次労働災害防止推進計画」に基づき、令和９年ま

でに“道路貨物運送業の死傷者数を令和４年と比較して５％減少させる”目標を掲げ、

その達成に向けて対応されております。

　これらの背景もあり、陸災防愛媛県支部といたしましても毎年２月を「荷役災害防止

強化月間（２月８日９日は荷役災害防止の日）」と制定し、労働行政及び各災防団体等と

連携して労働安全衛生に関する諸活動について自主的に取り組んでおりますが、なお一

層に荷主皆様のご理解ご協力が不可欠となりますので、貨物運送事業者における荷役作

業時の労働災害の防止に向けて特段のご配慮をよろしくお願いいたします。
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愛媛県内の死傷労働災害（休業４日以上）の内訳

その他 27人 16.3％

交通事故 7人 4.2％

激突 12人 7.2％

崩壊・倒壊 21人 1.3％
高温・低温の物との接触 41人 2.6％

激突 67人 4.3％

飛来・落下 81人 5.2％

交通事故 82人 5.2％

切れ・こすれ 87人 5.6％

激突され 85人 5.4％

�労働者の行動に起因する災害
（「転倒」「動作の反動、無
理な動作」）が、労働災害全体
の約４割を占めた（39.4％）。 墜落・転落 270人 17.2％

はさまれ・巻き込まれ 183人 11.7％

愛媛労働局（令和６年）

「墜落・転落」「転倒」
「動作の反動、無理な
動作」が、道路貨物運送
業の死傷災害の6割近く
を占めた（59％）。

�「製造業」「商業」「保健衛生
業」「道路貨物運送業」
「建設業」の5業種で、全業
種の75.7%を占めた。

製造業 423人 27.0％

商業 230人 14.7％

保健衛生業 218人 13.9％

建設業 149人 9.5％

 清掃と畜業 54人 3.4％

接客娯楽業 82人 5.2％

その他 245人 15.6％

１ 業種別労働災害死傷者数（全業種）

２ 事故の型※別労働災害死傷者数（全業種）

3 「道路貨物運送業」における事故の型別労働災害発生状況

1,567人

1,567人

動作の反動・無理な動作
19人 11.4％

※「事故の型」とは、「傷病を受けるもととなった起因物が関係した現象」

動作の反動・無理な動作
190人 12.1％

転倒 428人 27.3％

転倒 30人 18.1％

墜落・転落 49人 29.5％

道路貨物運送業
166人 10.6％

166人

はさまれ・巻き込まれ
22人 13.3％

その他 32人 2.0％


